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稲毛海浜公園検見川地区におけるイベント企画・実施者募集要項 

 

１ 趣旨 

稲毛海浜公園検見川地区は、マリンスポーツが盛んな検見川の浜に接し、稲毛ヨットハー

バーやザ・サーフ オーシャンテラスといった施設のある地区です。当該地区の一画にはサ

イクリングセンターがありましたが、老朽化によりセンターの建物は撤去され、現在は旧自

転車コースのみが残されています。 

この旧自転車コースとその周辺区域において、新たな利活用の可能性を実験的に検証す

るため、自らのアイデアによるイベントを企画・実施する民間事業者等を募集します。 

 

２ 募集概要 

（１）イベント内容 

海辺の立地を活かし、対象区域の賑わい創出や魅力向上に寄与するイベント 

（２）対象区域 

   稲毛海浜公園検見川地区の一部区域（千葉市美浜区磯辺２丁目地内）（別紙） 

（３）イベント実施日時 

   令和３年１１月１３日～令和４年３月３１日の期間中、随時（複数回実施する場合は 

１カ月に１回、１回の連続使用は原則３日間まで） 

   実施可能時間は、原則午前７時００分から午後８時００分まで（準備・撤収含む） 

（４）イベントの実施方法 

本募集要項に適合し、市との協議が整ったイベントは、市の後援のもと応募者の主催

で実施していただきます。 

対象区域は都市公園内のため、都市公園法及び千葉市都市公園条例等の規定が適用

され、実施内容に応じて都市公園内行為許可等を受ける必要があり、使用料等が課され

ます。使用料等の金額は千葉市都市公園条例によります。 

（５）募集期間 

   令和３年１０月１日～令和４年２月１６日 

（６）募集件数 

   各イベント実施日につき１件を先着順で受け付けます。ただし、実施時間、使用箇所、

内容により同日の実施が可能と考えられる場合は、この限りではありません。 

 

３ イベント内容に関する条件 

海辺の立地を活かし、対象区域の賑わい創出や魅力向上に寄与する内容で、次のいずれに

も該当するものであること。 

（１）市民又は公園利用者が広く参加できるものであること。 

（２）公序良俗に反しないこと。また、他の公園利用者の利用を著しく妨げないこと。 
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（３）騒音や悪臭等により周囲の良好な環境を損なうおそれのないこと。 

（４）実施後、使用箇所を確実に原状回復できる内容であること。 

（５）千葉県の要請及び業種別ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染防止策を講

じていること。 

（６）政治活動、宗教活動を目的としないこと。 

（７）公衆衛生及び災害防止について、十分な措置が講じられていること。 

（８）参加料、入場料その他の費用を徴収する場合は、その徴収額及び目的が適正かつ明確

であること。 

（９）営利活動を行う内容の場合は、対象区域及びその周辺の清掃や、「緑と水辺の基金」

に収益の一部を寄付するなど、公益に資する取組みを行うこと。 

（10）その他、本市が後援を行う行事として不適切でないもの。 

 

４ 応募者の条件 

次のいずれにも該当する者であること。 

（１）応募内容を自ら実施する意思と能力（資格）を有する法人又は団体 

（２）法人又は団体の代表者及び役員並びに業務に従事する者が千葉市暴力団排除条例（平

成２４年６月２８日条例第３６号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号

に規定する暴力団員等でないこと。 

 

５ 応募方法 

（１）応募方法 

誓約書（様式１）、企画提案書（様式２）及び収支計画書（様式３）をご記入のうえ、

海辺活性化推進課へ電子メールでお申込みください。 

※誓約書は、申込時はデータを送付いただき、打合せ時に原本をご提出ください。 

（２）申込期限 

実施希望日の６週間前まで 

 

６ 申込後の流れ 

（１）申込受付 

お申込みのあった日から３開庁日以内に担当からご連絡します。提出書類に不備が

ない場合は、打合せ日時を調整します。 

（２）協議・調整 

応募内容に基づき、市と応募者で実施に向けた協議・調整を行います。必要に応じて、

現地立ち会いを行います。 

（３）後援承認申請 

協議が整ったら、後援承認申請の手続きを行っていただきます。 
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（４）都市公園内行為許可申請等 

実施内容に応じて、都市公園内行為許可申請等の手続きを行っていただきます。都市

公園使用料等の金額は、千葉市都市公園条例によります。 

その他、実施にあたって必要となる関係機関との調整、申請等を行ってください。 

（５）広報 

ＳＮＳでの発信等、積極的な広報にご協力ください。 

また、市ホームページや現地の掲示板による広報が可能です。希望される場合はご相

談ください。 

（６）実施 

応募者の主催でイベントを実施します。なお、応募者には、市が実施する参加者アン

ケートの配布等にご協力いただきます。（用紙の配布・回収等） 

（７）実施報告 

イベント終了後、実施報告書、収支報告書及び写真をご提出ください。また、イベン

ト主催者としての市のアンケートにご回答ください。 

 

７ 注意事項 

・本募集は、応募内容の実施を保証するものではありません。 

・後援による本市からの金銭的援助はありません。 

・内容によっては、本市との共催をご提案する場合があります。 

・実施内容によっては協議・調整に時間を要することがありますので、日程に余裕を持って

お申込みください。 

・他のイベントや公園施設の維持管理作業等により、使用できない期間・区域が生じる場合

があります。 

・公園内の電源及び水道をイベント実施のために使用することはできません。ただし、他の

予約が入っていない場合は、検見川ビーチステーション内の電源を使用することができ

ます。（２口合計 2000W、使用可能時間 午前 8 時３０分～午後５時００分、その他条件

は「検見川ビーチステーション利用案内」のとおり） 

・楽器の演奏等、音の出る内容も提案可能ですが、他の公園利用者及び周辺施設の支障とな

らない音量等であることが前提となります。 

・実施に際して発生した事故等に対し、本市はその責めを負いません。応募者の責において

対応してください。また、実施内容に対する苦情は、応募者において対応してください。 

 

８ お申込み・お問い合わせ先 

千葉市 都市局 海辺活性化推進課 

〒２６０－００２６ 

千葉市中央区千葉港２番１号 千葉中央コミュニティセンター３階 

電話：０４３－２４５－５３０９  メール：umibe.UR@city.chiba.lg.jp 

https://www.city.chiba.jp/toshi/umibe/umibe_umibe/beachstation.html

